
マイナンバーカードのお手続きには予約が必要です 問住民生活課　☎５３・２１１２

さつき公園プール監視員募集 問教育課（農業者トレーニングセンター）　☎５３・３７７５

　マイナンバーカードに関係するすべてのお手続き（受け取り、電子証明書の更新、新規作成、暗証番号の再設定、

ロックの解除、保険証との紐づけ等）には必ず予約が必要です。窓口の混雑緩和と待ち時間短縮のため、ご理解

とご協力をお願いいたします。

◆予約の可能な日程

　（平日）　　９：００～１２：００

　　　　　１３：００～１６：３０

　※平日延長窓口や日曜休日窓口の一部日程に限り、マイナンバーカードのお手続きが可能です。

　　最新の日程については泉崎村公式ホームページ、又はお電話にてお問い合わせください。

◆予約方法

　・泉崎村公式LINE、又はお電話にて承ります。

　　→LINE ID「＠izumizaki」で検索

　　→泉崎村役場　住民生活課　☎０２４８－５３－２１１２

　ご予約の際に、手続き内容・人数・来庁日時を確認いたします。予めご準備ください。

◆雇用期間　７月１８日（土）～８月２４日（月）

◆募集人員　若干名

◆賃　　金　時給１，２４０円

◆応募条件　高校生以上の学生、もしくはそれに準じる方

　　　　　　※１００ｍ程度泳げ、休まず勤務できる方を優遇します。

◆応募期間　令和８年６月３０日（火）まで

◆勤 務 地　さつき公園プール（泉崎字下陣場地内）

◆応募方法　履歴書を教育課生涯学習（農業者トレーニングセンター・資料館）に提出してください

◆問合わせ　農業者トレーニングセンター　☎５３－３７７５

樹木や生垣等の適切な管理について 問建設水道課　☎５３・２１１４

樹木や生垣等の伐採・剪定をして適切な管理をお願いします。

　車道に樹木や生垣等が張り出していると通行に支障となるだけでなく、《交通障害》を引き起こす場合があり

ます。

　樹木や生垣等が道路にはみ出していることが原因で事故等が発生した場合、所有者の方が《損害賠償責任》を

問われることがあります。（民法第７１７条・道路法第４３条）

　道路での事故防止のためにも、樹木や生垣等の所有者の皆様には伐採・剪定等の適切な管理をしていただくよ

うお願いします。（民法第２３３条）

　左側の樹木は道路に干渉し、歩行者、

車両等の交通を妨げる可能性がありま

す。このことが原因で事故が起きた場

合、樹木の所有者の方が責任を問われる

場合があります。

　交通を妨げ、事故の原因をつくらない

ためにも、右側の樹木のように伐採・剪

定等を行うようお願いします。
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